
 

 

報道機関各位 

 

 

 

 

通所介護等事業所とタクシー事業者との共創事業を実施します 

 

 

 デイサービス事業所等の通所介護等事業所の送迎業務の一部をタクシー事業者が担う実証運行

を行います。通所介護等事業所では送迎業務が大きな負担であり、介護人材不足の一因になってい

ました。一方でタクシー事業者は新型コロナウイルス感染拡大により、厳しい経営状況にあります。

公共交通を交通だけで考えるのではなく、他分野との連携により地域課題の解消に繋げる国土交通

省における「共創モデルプロジェクト」に採択（全国１５地域）され、次のとおり実施します。 

                      記 

１ 実証運行主体   

   前橋市地域交通共創協議会（前橋市、前橋地区タクシー協議会、全国介護事業者連盟群馬県支部） 

２ 実証期間   

   令和４年１２月１５日（木）～令和５年２月１４日（火） 

３ 参加通所介護等事業所 １０事業所 

４ 参加タクシー事業者   8 社（タクシー車両 最大２８台） 

５ 実証運行概要  

   通所介護事業所が日々策定する通所者の送迎計画に基づき、タクシー事業者の車両に配車が 

  され、利用者の送迎を行います（12 時前後及び 16 時前後の送迎を中心にタクシーが送迎）。 

  通所介護事業所とタクシー車両に共通のシステムを導入して実施します（システム提供：一般 

  社団法人ソーシャルアクション機構）。 

   国のモデル事業として実証運行を通じ、今後ビジネスモデル化するための課題検証等を行う 

  ものです。 
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